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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月２８日 ２０時４３分ごろ 

発生場所 香川県高松市男
お

木
ぎ

島西方沖 

 男木島灯台から真方位２５２°２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２５.２′ 東経１３４°００.７′） 

事故調査の経過 平成２５年１２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 SILVER
シ ル バ ー

 SAFETY
セーフティー

（中華人民共和国香港特別行政区籍）、

７,２４３トン 

９５７１３４９（ＩＭＯ番号）、SILVER SAFETY SHIPPING

LIMITED 

   １１０.４０ｍ×１９.６０ｍ×１１.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、不明、２０１０年１月３０日（建造） 

Ｂ 漁船 白龍
はくりゅう

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２６９８６（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.５０ｍ（Lr）×３.０３ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４６.３０kＷ、平成元年３月２５日 

   第２８０－２５２８１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ３９歳 

   一級航海士免状（中華人民共和国発給） 

  三等航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ２９歳 

 二級航海士免状（中華人民共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成２年７月２５日 

    免許証交付日 平成２１年１２月４日 

           （平成２７年７月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部の防舷材を破損、同部のオーニング支柱に曲損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び三等航海士Ａほか１６人（中華人民共和国籍）が

乗り組み、三等航海士Ａが船橋当直に当たり、男木島西方沖を約０８

０°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１１.７ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で航行中、平成２５年１１月２８日２０時４

３分ごろ、男木島灯台から２５２°２.６Ｍ付近において、Ａ船の右

舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、男木島西方沖を約０７６°の針

路及び約２～２.５kn の速力で手動操舵によってえい
．．

網しながら航行し

た。 

 船長Ｂは、レーダーでＡ船を左舷後方約２００ｍに探知し、Ａ船は

追越し船だと思い、針路及び速力を保持して航行を続けていたとこ

ろ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、頭部及び頸
けい

椎に打撲傷を負ったが、海上保安庁に本事故

の発生を連絡した後、高松市香西港に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）

参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  本事故発生場所付近は、備讃瀬戸東航路内であり、貨物船などが頻繁

に航行し、また、操業する漁船が多いため、貨物船と漁船との衝突事故

が多発している水域であった。 

 Ｂ船は、本事故当時、引き綱及び漁網を合計約２２０ｍ伸出してい

た。 

 Ｂ船は、本事故当時、マスト灯、両舷灯、船尾灯、緑色全周灯及び作

業灯２個を点灯していた。 

 船長Ｂは、汽笛を吹鳴していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ａ船は、男木島西方沖を東北東進中、Ｂ船と衝突したものと考えら

れるが、船橋当直中の三等航海士Ａから調査に係る協力が得られなか

ったため、Ａ船の動静及び三等航海士Ａの行動を明らかにすることは

できなかった。 

 Ｂ船は、男木島西方沖をえい
．．

網しながら東北東進中、船長Ｂが、Ａ

船は追越し船だと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、男木島西方沖において、Ａ船及びＢ船が共に東北

東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・本事故発生場所付近は、貨物船などが頻繁に航行し、また、操業

する漁船が多いため、操船者は、目視はもとより、レーダーを十

分に活用して見張りを厳重に行うこと、また、操業中の漁船の操

船者は、接近する船舶を認めた場合、汽笛を吹鳴するなどして注

意を喚起すること。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時  刻 

（時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力

（kn) 

20:37:57 34-25-01.6 133-59-20.9 082 081.0 11.6 

20:38:27 34-25-02.6 133-59-27.5 081 080.9 11.5 

20:39:07 34-25-04.0 133-59-37.2 082 080.9 11.5 

20:39:38 34-25-05.0 133-59-44.2 082 081.6 11.6 

20:39:59 34-25-05.6 133-59-49.4 082 081.0 11.6 

20:40:27 34-25-06.4 133-59-55.6 082 081.3 11.6 

20:41:07 34-25-07.7 134-00-05.1 082 081.2 11.7 

20:41:27 34-25-08.2 134-00-09.8 082 081.4 11.7 

20:42:08 34-25-09.6 134-00-19.3 082 080.3 11.7 

20:42:37 34-25-10.6 134-00-26.4 081 080.8 11.7 

20:43:08 34-25-11.5 134-00-33.5 075 081.1 11.7 

20:43:24 34-25-11.9 134-00-37.2 058 080.7 11.6 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


